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介護予防・日常生活支援総合事業の移行について 

１ 徳島市の総合事業の開始は平成２９年４月１日。 

２ 施行時点では、現行相当サービスである訪問型・通所型の
要支援利用者が継続利用できる体制とする。 

３ 実施における給付費用についても、事業の安定的な継続を
考慮しつつも、制度改正の趣旨・介護報酬改定等をふまえ、適
正な費用設定を行うものとする。（平成２９年４月時点では、現
行のサービスコードの体系を維持する予定） 

４ 実施における指定基準についても、国基準省令等の人員・
設備等基準に準拠する。（本市における届出様式等については
準備が整い次第提示する。） 

５ 提供事業所の準備としては、次ページ以降に説明する、
サービス種類、新様式の準備、指定の有無を確認すること等が
必要となる。 

１．総合事業の概要 
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２．サービスの内容 
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４．先行実施自治体でのサービス利用について 

「平成２８年４月から平成２９年３月まで」の間の請求事務について 

 
以下の表は、介護予防訪問通所サービスの場合の例 

徳島市 平成２９年４月に総合事業開始予定 

○×市 平成２８年４月に総合事業開始予定  とすると・・・ 

 
対象者の類型 介護給付費請求書（サービス提供事業所） 介護給付費請求書（予防支援事業所） 

徳島市民が徳島市の予防通所サービスを受
ける 

徳島市民は予防給付のままであるため、これ
までどおりサービスコード「６５」で国保連合会
に提出してください。 

徳島市民は予防給付のままであるため、これ
までどおりサービスコード「４６」で国保連合会
に提出してください。 

徳島市民が○×市の予防通所サービスを受
ける（住所地特例ではなく、徳島市民が単に
○×市に所在する介護予防通所介護事業所
からサービス提供を受けた場合） 

○×市は総合事業を開始しているが、徳島市
民は予防給付のままであるため、これまでどお
りサービスコード「６５」で国保連合会に提出し
てください。 

徳島市民は予防給付のままであるため、これ
までどおりサービスコード「４６」で国保連合会
に提出してください。 

徳島市の住所地特例であり、○×市の予防通
所相当サービスを受ける 

徳島市は予防給付のままであるが、本人の住
民票が○×市にあるため事業所の指定は総
合事業の（みなし）適用を受ける。よって、サー
ビスコード「Ａ５」で国保連合会に提出してくださ
い。（ただし、○×市が「Ａ５」ではなく「Ａ６，Ａ
７」等を指定している場合はそちらに合わせて
ください）なお、請求書の様式種類、事業費明
細欄は住所地特例の欄となるため記入方法に
注意すること。 

徳島市は予防給付のままであるが、本人の住
民票が○×市にあるため総合事業の適用を
受ける。よって、要支援該当でなく「要支援者」
として総合事業のみを利用（予防なし）した場
合は、○×市が国保連にＡＦの委託をしていれ
ばＡＦで国保連に請求することが出来ます（予
防併用の場合は４６で請求）が、「事業対象者」
として総合事業を利用した場合のＡＦについて
は、委託の有無に関係なく国保連に請求でき
ません。 

○×市民が徳島市の予防通所相当サービス
を受ける 

○×市民は総合事業の適用をうけるため、
サービスコード「Ａ５」で国保連合会に提出して
ください。ただし○×市が「Ａ５」ではなく「Ａ６，
Ａ７」等を実施している場合は、徳島市所在事
業所は「Ａ６，Ａ７」の指定を○×市から受けた
上で請求することになります。 

同上 

○×市民が住所地特例で徳島市の予防通所
サービスを受ける 

○×市は総合事業を開始しているが、徳島市
に住民票があるため予防給付の適用となるた
め、これまでどおりサービスコード「６５」で国保
連合会に提出してください。 

徳島市民は予防給付のままであるため、これ
までどおりサービスコード「４６」で国保連合会
に提出してください。 
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